
ＡＡＡＡ ①①①①

ＢＢＢＢ ②②②②

猶予税額猶予税額猶予税額猶予税額

③③③③

納付税額納付税額納付税額納付税額

７

＜納税が猶予される贈与税などの計算方法＞

「②の金額」が「納税が猶予される贈与税納税が猶予される贈与税納税が猶予される贈与税納税が猶予される贈与税」

となります。

贈与を受けた全ての財産の価額の合計額に基づき贈与税を計算します。

１年間（１月１日～12月31日）に贈与

を受けた全ての財産の価額の合計額

特例の適用を特例の適用を特例の適用を特例の適用を受ける受ける受ける受ける

非上場非上場非上場非上場株式等の額株式等の額株式等の額株式等の額

贈与税

の計算

ＡＡＡＡに対応する贈与税

ＢＢＢＢに対応

する贈与税

贈与税の計算

贈与を受けた財産が特例の適用を受ける非上場株式等のみ特例の適用を受ける非上場株式等のみ特例の適用を受ける非上場株式等のみ特例の適用を受ける非上場株式等のみであると

仮定して贈与税を計算します。

◆ 特例の対象となる非上場株式等の数

この特例の対象となる非上場株式等の数は、次のａ、ｂ、ｃの数を基に下

表の区分の場合に応じた数が限度となります。

「ａ」･･･ 先代経営者（贈与者）が贈与の直前に保有する非上場株式等の数

「ｂ」･･･ 後継者（受贈者）が贈与の前から保有する非上場株式等の数

「ｃ」･･･ 贈与直前の発行済株式等の総数

区 分 特例の対象となる非上場株式等の限度数

１ ａ＋ｂ ＜ ｃ×２÷３の場合 非上場株式等の数（ａ）

２ ａ＋ｂ ≧ ｃ×２÷３の場合

発行済株式等の総数の３分の２から非上場株式等の数

（ｂ）を控除した数（ｃ×２÷３－ｂ）

不動産 預貯金

非上場

株式等

など

非上場

株式等

ステップ３ステップ３ステップ３ステップ３

ステップ２ステップ２ステップ２ステップ２

ステップ１ステップ１ステップ１ステップ１

「「「「ＢＢＢＢ」」」」の算定に当たり、この

特例の適用を受ける非上場株式

等に係る会社等が一定の外国会

社又は医療法人の株式等を有す

る場合には、その外国会社又は

医療法人の株式等を有していな

かったものとして計算した価額

となります。詳しくは、税務署

へお尋ねください。

平成29年１月１日以後に

相続時精算課税の適用に係る

贈与により取得する非上場株

式等についても、本特例の適

用ができることとなりました。

※ 「①の金額」から「納税が猶予される贈与税（②の金

額）」を控除した「③の金額（納付税額）」は、贈与税

の申告期限までに納付する必要があります。

（注）１ 「非上場株式等」又は「発行済株式等」は、議決権に制限のないものに限りま

す。

２ この特例の対象となる非上場株式等は、議決権に制限のないものに限ります。

３ 後継者は上記１に該当する場合は限度数（ａ）の全部、上記２に該当する場合

は限度数（ｃ×２÷３－ｂ）以上の数の非上場株式等を先代経営者から贈与によ

り取得する必要があります。

改正事項

「暦年課税」及び「相続時精

算課税」を適用して、贈与税の

計算を行います。

相続時精算課税を適用する場合には、「相続時精算課税」を

選択した贈与者ごとに、特例の適用を受ける非上場株式等の額

の合計額から、特別控除額2,500万円（前年以前にこの特別控

除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額）を

控除した残額に20％の税率をかけた金額を算出し、その合計

額が②の贈与税額となります。

「ｃ×２÷３」の計算におい

て、１株（円）未満の端数があ

る場合には、その端数を切り上

げます。
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